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農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会（第 12 回）議事要旨 

 
１ 開催日時及び場所 

日時：令和 6 年 3 月 1 日（金） 13:30～17:00  
場所：農林水産省消費・安全局第３会議室（WEB 会議形式の併用による開催） 

２ 出席委員（敬称略） 

五箇公一、與語靖洋（部会長）、山本幸洋、稲生圭哉、永井孝志、横井智之、 
清家伸康（専門参考人※）※議事（２）に参加 

３ 議事要旨 

（１）農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号）第３条第１項の農薬の登録に係る令

和元年農林水産省告示第 480 号（農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場

合に該当するかどうの基準を定める件）第２号に掲げる蜜蜂の蜂群への影響

その他農薬の蜜蜂への影響評価に関する事項について 

・イソシクロセラムを有効成分として含む農薬（非公開） 
資料４「イソシクロセラム農薬蜜蜂影響評価書（案）」に基づき審議した

結果、イソシクロセラムの蜜蜂への影響評価に用いる毒性指標を次表の値と

することについて、了承された。 

生育段階 毒性試験の種類 毒性指標値 

成虫 

単回接触毒性 
48 h LD50 

0.39 µg ai/bee 

単回経口毒性 0.28 µg ai/bee 

反復経口毒性 10 d LDD50 0.010 µg ai/bee/day 

幼虫 経口毒性 72 h LD50 0.077 µg ai/bee 

申請された製剤について、被害防止方法として、使用時期を「発芽（萌芽）

～落花（開花終了）までを除く期間での使用に限る」とすること等で、「ミ

ツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはないと考えられる」ことが了承さ

れた。 

（２）農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号）第８条第１項の農薬の再評価に係る

令和元年農林水産省告示第 480 号（農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる

場合に該当するかどうかの基準を定める件）第２号に掲げる蜜蜂の蜂群への

影響その他農薬の蜜蜂への影響評価に関する事項について 

・イミダクロプリドを有効成分として含む農薬（非公開） 
資料５「イミダクロプリド農薬蜜蜂影響評価書（案）」に基づき、暴露量

の推計に関する審議を行い、継続審議となった。 
 

（以上） 


